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序     文 

 
 日本国政府は、ボリビア共和国（以下、ボ国と略す）政府からの技術協力の要請に基づき、持

続的農村開発にかかる事前評価調査を行うことを決定しました。 
 これを受け独立行政法人国際協力機構は、平成 17年 3月に同ボリビア事務所長を団長とする事
前評価調査団を派遣しました。調査団は、本プロジェクトの内容、前提条件等について、ボ国政

府関係者と協議、調査を行うとともに、カウンターパートおよび関係者を集めてワークショップ

を行いました。ワークショップでは、本プロジェクトに対する各自の役割等共通認識を醸成する

とともにプロジェクト内容案を策定しました。 
 本報告書は、これら事前評価調査結果、協議結果を取りまとめたものであり、今後の本プロジ

ェクト実施にあたり、広く活用されることを願うものです。 
 ここに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表しま

す。 
 

平成 17年 10月 
 
 

独立行政法人国際協力機構 
農 村 開 発 部        
部  長  古 賀 重 成      
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第１章 調査団派遣の概要 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 ボリビア共和国（以下ボ国）の渓谷地帯 iにおける小規模農家は、自然条件の悪い傾斜

地のやせた土地で自給的な農牧業を営んでいる。耕作適地の不足から農地の自然回復力を

考慮しない収奪的な農業が行われており、これに起因する大規模な土壌侵食の発生や農地

の劣化は低生産性の要因となり、地域農民は常に食糧不足、貧困の状態にある。 

 土壌劣化の主要な原因は水による土壌侵食である。この土壌侵食は、起伏に富んだ地形

での不適切な営農、過放牧、薪を得るための森林伐採など地域農民が営む生活や営農活動

といった、いわゆる人的な要因によって発生している。 
 ボ国は国土の約 21％（約 23 万 6,000km2ii）を渓谷地帯が占めているが、土壌保全対策

の取り組みは遅れている。そこで、1999 年から 2003 年まで（独）緑資源機構（以下、J-Green）

は農林水産省の補助金を受け、土壌侵食防止を目的とした農業農村開発計画の策定技術及

び侵食防止についての実証調査を行った。対象地域には貧困率が高く、県の大部分が渓谷

地帯に属するチュキサカ県が選ばれ、実証調査の結果得られた技術と実施方法が技術指針

として取り纏められた。 

 同実証調査に協力したサンフランシスコ・ハビエル大学（以下、SFX 大学）は、これら

の結果を活用して地域の技術者を養成することが同国の水土保全に有効と考え、持続的農

村開発のための実践的研修に関する技術協力を我が国へ要請した。同要請の採択を決定す

るためには、実証調査で実施された土壌侵食防止工の効果や開発事業の持続発展性、波及

効果、要請された協力の規模・内容及び妥当性を明らかにすることが必要であることから、

2004 年 9 月にプロジェクト形成調査団が派遣された。 
 プロジェクト形成調査の結果、これらの効果及び持続発展性は確認されたものの、実証

調査はその性格上日本側主体で実施されたため、他集落に対し、ボリビア側が自立発展的

に当該実証調査による手法を活用し、展開していくことができる人材育成には繋がってい

ないこと、また自立発展性を考えるとモデル事業地での事業費用はボ国側で負担するべき

であるが、使用可能な公的資金制度はあるものの調達方法が不明確であることなどが問題

として指摘された。 

 その結果、まずは公的資金調達の手続を明らかにし、これら業務を担当する役場の行政

能力を強化するとともに、将来研修講師となりうる人材の育成や研修カリキュラム、テキ

ストの作成など研修実施のための体制整備といった制度面での技術支援を実施すること

が適当と考えられた。そして、これらの条件が整備され、その成果が確認されれば、本プ

ロジェクトに引き続き持続的農村開発のための実践的研修に関する技術協力の実施を検

討することとされた。 

                                                   
i アンデス山脈東部～東方低地にかけてなだれ下りていく急峻な傾斜が特徴の地域。ボリビア農牧技術
システム（SIBTA）は、自然環境により国土を高地平原、渓谷、湿潤熱帯、半乾燥地の 4 つの地域に分
類しており、そのうち渓谷地帯（Valle）については標高 1,500～2,500m の地域で、国土の約 21％を占め
るとしている。その他、湿潤熱帯と半乾燥地をあわせて熱帯低地とし、大きく 3 地域に分ける分類もみ
られる。（参考：JICA『ボリビア国別援助研究会報告書』2004 年 2 月）  
ii ボリビア農牧技術システム（SIBTA）の分類による。  
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 かかる状況の下、ボ国関係者が土壌侵食問題と本プロジェクトの取り組みを理解し、自

己の役割を認識・共有するための PCM ワークショップを実施するとともにプロジェクト

期間中に達成すべき事項を明らかにし、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project 

Design Matrix、以下、PDM）、活動計画表（Plan of Operation、以下、PO）の原案を作成す

ることを目的として事前評価調査団が派遣された。 

 

１－２ 調査項目 

(1) ワークショップを通じ、プロジェクトに対する関係者の意思統一を図り、各機関の

役割を明確にする。 

(2) PCM ワークショップの結果をもとにプロジェクトデザイン（PDM、PO）案を策定

するとともにプロジェクト形成調査団報告で懸案となった事項について検討・確認

する。それらと(1)の結果を吟味し、ミニッツに取り纏める。 

(3) FPS（Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social：国家生産性社会投資基金）に

関するヒアリング（現状、問題点、今後の方向性、手続き等）、その他活用可能な

資金の情報収集等を行う。 

 

１－３ 団員構成 

 蔵本 文吉 （総   括） JICA ボリビア事務所 所長 

 永代 成日出（農村開発） JICA 国際協力総合研修所 国際協力専門員 

 山岡  賢 （農業制度） （独）農業工学研究所 主任研究官 

 冨岡 丈朗 （評価分析） アイシー・ネット（株） シニアコンサルタント 

 名井 弘美 （協力企画）  JICA 農村開発部第二 G 畑作地帯第二 T 職員 

 
１－４ 主要面談者 

 付属資料 2 のとおり。 

 

１－５ 調査日程 

  月日 官団員 評価分析団員 宿泊 

（1） 3 月 7 日 月   本邦発 機中泊 

（2） 3 月 8 日 火   
ラパス着、JICA 事務所打合
せ、FPS 事務所訪問 
・インタビュー 

ラパス 

（3） 3 月 9 日 水   スクレ着、現地調査打合せ、
現地調査開始 スクレ 

1 3月 10日  木 本邦発 現地調査 スクレ 

2 3月 11日  金 AM：ラパス着 
PM：JICA 事務所打合せ 現地調査 ラパス 

／スクレ 
3 3月 12日  土 スクレへ移動、団員合流、打合せ スクレ 
4 3月 13日  日 集落視察   スクレ 

5 3月 14日  月 

AM：SFX 大学打合せ、県庁、スクレ市表敬 
PM：農村開発・評価分析団員：キーパーソンへのワー  
クショップブリーフィング／総括・農業制度・協力企
画：FPS チュキサカ事務所訪問・インタビュー 

スクレ 
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6 3月 15日  火 PCMワークショップ（含む参加者へのブリーフィング） スクレ 
7 3月 16日  水 PCM ワークショップ スクレ 
8 3月 17日  木 PCM ワークショップ スクレ 
9 3月 18日  金 PCM ワークショップ、PDM（案）、PO（案）作成 スクレ 

10 3月 19日  土 PDM（案）、PO（案）取り纏め、ミニッツ案作成  スクレ 

11 3月 20日  日 PDM（案）、PO（案）取り纏め、SFX 大学最終協議、
ミニッツ完成、農牧大臣署名 スクレ 

12 3月 21日  月 
AM：ミニッツ署名 
PM：プロジェクト事務所候補地視察、 
   県庁農牧サービス部インタビュー  

スクレ 

13 3月 22日  火 ラパスへ移動   ラパス 

   JICA 事務所報告  

14  3月 23日  水 農業制度団員 他団員 ラパス  

    PM：ラパス発 PM：大使館報告   

15 3月 24日  木 ↓ AM：FPS 本部表敬 
昼：ラパス発   

16 3月 25日  金 本邦着 ↓   
17 3月 26日  土   本邦着   
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第２章 調査結果 

 

２－１ PCMワークショップ 

  PCM ワークショップ（以下、ワークショップ）は、ボリビア側のプロジェクト関係者

の参加を得て、3 月 15 日から 4 日間にわたって実施された｡ なお、ワークショップの実

施に先立ちプロジェクト要請の背景を確認するために 3 月 9 日から 3 日間、対象地域で現

地住民調査を実施した｡同調査については付属資料 3 を参照のこと。 

 

２－１－１ 目的  

ワークショップの目的は、以下のとおり： 

(1) プロジェクト対象地域での水土保全分野を含めた貧困を取り巻く根本的な社会

問題とその因果関係について関係者が共通の認識を持つこと。  

(2) (1)で明らかになった問題について、プロジェクトで実施可能な問題解決の手法

や手順を模索し、プロジェクトで達成すべき事柄を明らかにすること。すなわち、

参加者が主体となり PDM を作成すること。 

   (3) PDM の成果毎の PO の作成を通じ、それぞれの機関の役割（責任機関、実施機

関等）を決定すること。 

  

２－１－２ 参加者 

ワークショップには、カウンターパート機関である SFX 大学農学部から 14 名、チュ

キサカ県庁から 3 名、村役場からは村長や開発計画担当など 9 名、農牧省農牧灌漑局か

ら 1 名が参加した。さらに、環境関係の NGO、コンサルタント、FPS チュキサカ事務
所職員など計 5 名が参加した｡日本側からは JICA 個別専門家（農牧開発計画）1 名と調

査団員がオブザーバーとして参加した。（付属資料 2「主要面談者」のワークショップ

参加者参照） 

  

 ２－１－３ 日程（予定と実績）                ※3/14 は準備日 

日 付 予 定 実 績 

3/14 
･ 事前打ち合わせ 
･ ワークショップ準備 

･ 事前打ち合わせ 
･ ワークショップ準備 

3/15 
・PCM 概論講義 
・問題分析 

・PCM 概論講義 
・問題分析 

3/16 
・目的分析 
・プロジェクトの選択 

・問題分析 
・目的分析・プロジェクトの選択 

3/17 
・PDM の作成 
・PO（活動ﾚﾍﾞﾙ）の作成 

・プロジェクトの選択 
・PDM の作成・PO（活動ﾚﾍﾞﾙ）の作成 

3/18 
・PO（成果ﾚﾍﾞﾙ）の作成 
・PDM の見直し 

・PO（活動ﾚﾍﾞﾙ）の作成・PO（成果ﾚﾍﾞﾙ）の作成 
・PDM の見直し 
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２－１－４ 実施手順 

3 月 14 日を準備日とし、プロジェクトのキーパーソン（大学と県庁、計 5 名）に対

し以下の説明を行った。 

(1) なぜワークショップを行うのか： 

・JICA の技術協力とは何か 

・プロジェクト形成調査の結果から、本プロジェクトに至った過程  

・今回のワークショップの目的について 

(2) ワークショップの具体的な実施方法： 

・進め方  

・中心問題の設定について  

・PCM の概論説明  

・配布資料の作成・印刷  

また、参加予定者が 30 名を上回ったため、キーパーソンの中から 2 名（県庁）にワ

ークショップでの補助を依頼した｡ 

 

1日目： 実例を取り入れたアイスブレーキングの後、プロジェクトの概念とプロジェ

クト管理、PCM 手法の説明とプロジェクトの枠組みについての概要説明を行った｡その

後、所属が偏らないような構成で 2 つのグループに分け、問題分析を開始した。 

 
2日目：グループ別に進めた問題分析を討議し、1 枚の問題系図にまとめた（付属資料

4）。午後からは目的分析を開始。全員で問題系図に対応する目的系図を作成した（付属

資料 5）。その後、目的系図から「手段－目的」の因果関係で形成されたカードをグル

ーピングし、課題へのアプローチ方法として整理した。その中からプロジェクトとして

どれを選択するか検討した。 

 

3日目：2 日目に引き続きプロジェクトの選択を検討した。2 日目に確認されたアプロ

ーチを優先度、実現性、コストなどにより比較検討し、プロジェクト目標と成果を決定

した。（付属資料 6）。これらの結果を PDM 表に転載し、それぞれに対応する指標、指

標の入手手段が協議された。続いてプロジェクト活動を決めるため、3 つの成果別に参

加者を 3 グループに分け、それぞれの成果実現のために必要な具体的な活動について討

議し、PDM 表に書き込んでいった。 

 

4日目：前日に引き続き各成果項目の PO を作成した。成果別グループ毎に PO の発表

を行った後、投入や各活動間の開始時期の調整を参加者全員で行った。これらの結果を

受け、再度 PDM と PO を見直した。最後に上位目標から成果までの指標を見直し、前

提条件・外部条件の設定を行い PDM、PO を完成させた｡（付属資料 7、8） 
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２－１－５ PDM 作成過程での主な議論 

(1) ターゲットエリアとターゲットグループの設定 

       次項(2)「中心問題の設定」への導入として、最初に「プロジェクトの対象地域」

はどこであり、「プロジェクトの最終受益者」は誰であるのかと言う 2 点を参加者

に質問した。その結果、対象地域は、水土保全が優先課題となる自然条件が悪いや

せた土地（具体的には、チュキサカ県北部地域）であること、最終受益者がその地

域に点在する集落の農民であること、について合意形成が行われた。 

 

(2) 中心問題の設定 

今回分析する問題は、(1)で確認したアンデス渓谷地帯の小規模農家が抱えてい

るであろう事柄が問題であることを参加者に説明し、想定される問題を包括的かつ

無作為に抽出した。その後、抽出された問題カードを類似・関連する内容別に分類

し、それらのカードの中から「アンデス渓谷地帯の小規模農家」にとって最も深刻

な問題はどれかを参加者間で検討した。その結果、「（当該地域の）農民は非常に貧

しい」というカードが全員の同意のもと本案件に係る中心問題として選択された。 

貧困を問題分析の中心としたことから、中心問題カードの下には、所得の不足、

開発機会の乏しさ、社会サービスを受ける難しさ、基礎教育の不足など様々な分野

の問題カードが提示された。この時点で、貧困問題が分野を超えた広範囲な問題で

あること、問題解決のためには多岐にわたる分野での協力活動が必要であり、1 分

野のみの問題解決だけでは根本的な問題解決には至らないことを、参加者に認識さ

せた｡ 

その上で、今回ボリビア側から要請のあった農業・農村開発分野の観点から、こ

れらの問題を解決する道筋について議論してもらった。その結果、“農業生産性が

低い”こと、“（集落では）現金収入の道が限定されている”ことが所得不足の原因

であり、対象地域の農業・農村開発分野における深刻な問題であると結論付けられ

た。以降の問題分析は、“農業生産性が低い”と“（集落では）現金収入の道が限定

されている”の結果として生じている“（農民の）収入が低い”ことを中心問題に

して議論が進められた｡ 

 

(3) プロジェクトの選択からプロジェクト目標の設定（付属資料 6 参照） 

プロジェクトの選択：目的分析の結果から関連する目的カードを組み合わせてアプ

ローチとしてまとめ、本プロジェクトではどのアプローチをとるのか（＝プロジェ

クトの選択）を検討した。ここでは、プロジェクト目標を中心目的「（プロジェク

ト対象農民は）生活に十分な家計を確保する事ができる」とした場合、プロジェク

トの活動や投入、期間がどのようになるかを参加者に問い、議論してもらった。そ

の結果、プロジェクト目標を「生活に十分な家計を確保することができる」と設定

すると、活動が広範囲にわたり、投入も大きく、プロジェクト期間は長いもの（参

加者からは、最低 10 年はかかるだろうとの意見もあった）となることが明らかに

なった。 
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次に、実現の可能性がもっとも高く最初に着手しなければならないアプローチはど

れか検討させた。その結果、以下の意見が出された。 

 

① 研修アプローチは、J-Green の実証調査時の技術マニュアルや研修用教材の見直  

しをすればすぐに着手できそうであること、研修実施によってその他のアプロー

チを実施する人材育成面での効果が期待できそうである。 

② 自然資源保護アプローチは、①研修アプローチ実施後に「水土保全技術の普及」 

に関わる人材が育成されると共に、集落レベルでの自然資源保護計画の準備やそ

の計画実施に係わる資金の準備が整わなければ着手できない。 

③ 農業技術改善アプローチも同様に、①研修アプローチ実施後に「伝統技術や適 

正技術の研究」に関わる人材が育成されると共に、集落レベルでの農業技術改善

計画の準備やその計画実施に係わる資金の準備が整わなければ着手できない。 

④ 農業経済開発アプローチは、当アプローチを開始する前に、営農資金の準備や 

集落の開発計画の策定ができている必要が有ること、すなわち村役場の能力向上

が前提条件になる。 

 

このように個々のアプローチの実現可能性を検討したところ、いずれのアプロー

チにも取り組む以前に人材の育成や改善計画の準備、計画実施のための資金の確保

といった共通する課題があり、これらをクリアせねばその先には進めないことが明

らかになった。よって、プロジェクト目標は各アプローチを推進するために必要な

「持続的な農村開発のための実施体制を整備すること」にし、そのための短期的目

標（＝成果）を人材育成、開発計画策定能力向上、資金の調達と設定することにな

った。 

 

(4) 成果項目と活動項目の設定 

成果項目の設定：「プロジェクトの選択」で整理された 4 つのアプローチを実施す

る以前に取り組むべき課題を以下の 3 つの成果項目（＝プロジェクトがどのように

プロジェクト目標を達成しようとしているか）として整理した｡  

成果 1－研修システムが整備される 

成果 2－モデル集落の開発計画が策定される 

成果 3－村役場が集落開発のための国内資金を調達、活用できる能力をつける 

 

   活動項目の設定：成果項目別に参加者をグループに分け検討し、それぞれの活動項

目（＝プロジェクトの成果を実現するための具体的行為）を以下の通り決定した。

その後、他のグループとの間で活動実施の時期、投入、担当実施機関なども調整し、

PO を作成した。 
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成果 1 活動 1-1 研修講師を養成する 

          活動 1-2 研修のニーズ調査をする 

          活動 1-3 研修カリキュラムと教材を準備する 

          活動 1-4 普及員へ研修を実施する 

成果 2 活動 2-1 モデル集落の選定に関するベースラインサーベイを行う 

           活動 2-2  自然資源の適切な管理に関する啓蒙を村役場と集落に対して 

行う 

          活動 2-3 農民グループを結成する 

          活動 2-4 水土保全及び集落開発についてのニーズ調査をする 

          活動 2-5 集落の開発計画を策定する 

成果 3 活動 3-1 資金源について調査する 
          活動 3-2 国内資金への申請をシステム化し､ガイドラインを作成する 

          活動 3-3 集落開発用の国内資金調達のための申請を行う 

 

２－２ プロジェクトの内容案 

事前評価調査の結果、本プロジェクトの内容案は次の通りとすることでボリビア側と合

意した。その詳細については、付属資料 1「ミニッツ」を参照のこと。 

 

２－２－１ プロジェクトの名称 

「持続的農村開発のための実施体制整備計画」 

本プロジェクトの名称は、その目標が持続的農村開発の実施を可能とする体制整備に

あることから、上記の通りとした。 

 

２－２－２ プロジェクト期間 

本プロジェクトの期間は、2005 年から 2007 年にかけての 2 年間とする。 

 

２－２－３ ターゲットエリアと受益者 

ターゲットエリアは、土壌侵食など自然資源の管理と貧困が大きな問題となっている

チュキサカ県の北部地域とする。なおプロジェクト受益者は、8 つのモデル集落の農民
である。 

 

２－２－４ 上位目標 

「持続的な農村開発が技術者と農民により実施・推進される」 

プロジェクト終了後、ボリビア独自による達成を期待される上位目標は上記の通りと

した。ここでいう技術者とは、カウンターパートである大学、県および村役場の技術者

だけを示すわけではなく、将来的に実施される研修を通じて養成される他の県市町村お

よび NGO の技術者も含むものである。これら養成された技術者がボリビア各地で農民

と共に持続的な農村開発を実施するということが、本プロジェクトの上位目標である。 
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２－２－５ プロジェクト目標 

「持続的農村開発のための実施体制が整備される」 

プロジェクトの目標は、持続的農村開発の実施を可能とする体制整備（人材育成、研

修システムの整備、農村開発計画手法の策定、開発資金調達メカニズムの確定）にある。 

   なお、本プロジェクトによって体制が整備されれば、引き続き持続的農村開発のため

の実践的研修に関する技術協力の実施を検討することとなっている。しかしながら本プ

ロジェクトの内容は、その後の技術協力を行わなければ実施の意義がなくなるというも

のではない。本プロジェクトは、技術協力においてしばしば生じる問題－モデル集落外

への普及やそのための資金の不足―といったどの案件にも起こりうる課題に取り組む

新たな試みである。 

 

２－２－６ 期待される成果と活動 

期待される成果は、①研修システムが整備される、②モデル集落の開発計画が策定さ

れる、③村役場が村落開発用の国内資金を調達、活用できる能力をつける、の 3 つであ

る。それぞれの成果に対応した活動は次の通りである。 

 

期待される成果と活動内容 
 

期待される成果と活動項目 活動内容について 

1. 研修システムが整備される  
 
1-1. 研修講師を養成する。  
1-2. 研修のニーズを調査する。  
1-3. 研修カリキュラムと教材を準備

する。  
1-4. 普及員への研修を実施する。  
 

「水土保全を基礎とした持続的な農村開発計画策定とその実

施」に向けた研修システムを整備する。「1-1.研修講師の養成」
では、大学および県のカウンターパートを研修講師として育

成する。「1-2.研修のニーズ調査」では研修の受講者となる農
民、農業普及員および技術者（市町村、県、NGO など）のニ
ーズを把握し、その結果を基に「1-3.研修カリキュラムと教
材」を準備する。なお、研修教材は、J-Green が実証調査で策
定した各種のマニュアル類を参考に、農民用および技術者用

などを作成する。期待される成果 2 の「モデル集落の開発計
画の策定」は各村の農業普及員が中心となって行う。よって、

「1-4.普及員への研修の実施」では、水土保全手法、農民参
加型ワークショップ手法および農民組織の育成強化手法な

ど、開発計画策定に必要な技術についての指導を行うものと

する。この研修は、J-Green 作成の各種のマニュアル類などを
活用しながら出来るだけ早くから実施し、集落開発計画策定

に関する活動が円滑に行くように努める必要がある。  
2. モデル集落の開発計画が策定され  
る  

 
2-1. モデル集落選定のためのベース  

ラインサーベイを行う。  
2-2. 自然資源の適切な管理に関する  

啓蒙を村役場と集落に対して行  
う。  

2-3. 農民グループを結成する。  
 

「2-1.ベースラインサーベイ」は、チュキサカ県の 4 つの市
町村（Yamparaez、Poroma、Presto、Sucre Rural）の候補地 16
集落を対象に実施し、その結果を基に 8 つのモデル集落（各
村 2 集落ずつ）を選定する。「2-2.自然資源の適切な管理に関
する啓蒙」は、対象 4 村の役場とモデル集落農民を対象に実
施し、持続的農村開発の基礎である水土保全などの重要性に

ついての理解促進を図る。「2-3.農民グループの結成」におけ
る活動では、各モデル集落の全農民を対象に持続的農村開発

の実施に欠かせない農民組織の育成と強化を行う。「2-4.集落
開発についてのニーズ調査」では、参加型ワークショップの

開催を通して、農民の水土保全と開発に関するニーズを把握
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2-4. 水土保全および集落開発につい  

てのニーズを調査する。  

2-5. 集落の開発計画を策定する 

する。「2-5.集落開発計画の策定」では、①貧困削減、②持続
的農村開発、③オーナーシップの醸成を目的とした受益者農

民側の費用や労働力の負担、④計画実施後の持続性、などに

十分に配慮したモデルに相応しい開発計画を策定する。 

3. 村役場が集落開発のための国内資  
金を調達、活用できる能力をつけ

る。  
 
3-1. 資金源について調査する。  
3-2.  国内資金調達への申請方法をシ  
     ステム化し、ガイドラインを作  

成する。  
3-3.  集落開発用の国内資金調達のた  

めの申請を行う。  

この成果 3 に係る活動は、成果 2.の「モデル集落の開発計画」
の実施に必要なボリビア国内の資金調達とそのメカニズムの

確定を目標に実施する。「3-1.資金源の調査」では、モデル集
落開発資金確保に向けての目処を立てることを目的にボリビ

ア国内で調達可能な資金源について調べる。「3-2.申請方法の
システム化とガイドラインの作成」では、開発資金申請まで

の一連の流れをシステム化し、対象とする 4 村役場を指導す
ると共に、他の地域での村落開発の円滑化を目的としたガイ

ドラインの作成を行う。「3-3.資金調達のための申請」では、
4 村役場を対象に、モデル集落の開発資金申請書の作成と提
出に関する指導を行う。  

 

活動実施上の留意点 

  ●持続的農村開発というコンセプトに基づいたプロジェクトの実施 

本プロジェクトが目指す「持続的農村開発」というコンセプトに基づいた活動を行

う必要がある。具体的には、①農業の基盤である水土保全を核とした開発、②受益者

による維持管理と事業の発展を可能とする開発、③受益者のオーナーシップに基づい

た開発、④事業の持続と発展に不可欠な収入源創出を可能とする開発、などに留意し

て活動することが求められる。なお、土壌保全など自然資源管理に係る活動は、その

効果の発現までに相当の時間を要すため、受益農民のインセンティブの醸成が難しい

面があるが、啓蒙活動も行いながらその必要性の理解と現場での技術普及を図ってい

くことが重要である。 

 

  ●実践的な研修システムの構築を目指して 

「持続的な農村開発に資する実践的な人材の育成」が本プロジェクト研修分野の究

極的な目的である。技術者向け研修は、知識や理論の教授に偏ることを避け、農民へ

の指導に必要な実践的な技術の習得を可能とする内容とすべきである。よって「1-1
研修講師の養成」においては、モデル集落での各種のオン・ザ・ジョブ・トレーニン

グも交えながら、実践的な研修を担える講師陣を育成する必要がある。またカリキュ

ラムと教材の作成は、実践的な研修を可能とするフィールドでの実学（例えば、農民

参加型ワークショップ手法、開発ニーズ調査、土壌保全工、集落開発に関する調査計

画手法など）にも十分配慮して行うことが求められる。 

 

  ●モデル集落の開発計画策定上の留意点 

集落開発事業内容の選定は、基本的には農民参加型ワークショップの結果に基づき

行う。しかし、持続的農村開発というコンセプトに基づいた適切な事業内容が選定さ

れるよう、農民に対して指導、助言を行う必要性も生じると思われる。モデル集落の

開発計画策定に際して留意することは、①集落個々の状況、条件に即して最も適切且

つ持続的な事業内容とすること（同一事業内容で箇所数だけが増えるような開発計画
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とはならないこと）、②ショッピング・リスト的（受益農民が欲しいと思うものの単

なる羅列）な事業内容になることを避けること、③他の地域にも普及可能な集落開発

手法の策定という本来の目的（モデル性）を見失わないようにすること、などである。 

 

  ●モデル集落の選定について 

前記したように 8 つのモデル集落は、16 の候補集落からベースラインサーベイの

結果を基に選定する。既に大学と県側はモデル集落の選定基準案（文化の多様性、標

高による分類、集落の組織化の度合いなど）を準備しているが、欠如している視点も

あるので更なる検討を必要とする。選定基準として追加した方が良いと思われる点は、

①スクレ市および各村役場からのアクセスの容易さ（通年のアクセスが可能な集落の

選定が望まれる）、②住民の集落開発や新しい技術の受け入れに対する意欲、などで

ある。活動の効率性、成果発現に向けたポテンシャルにも十分留意しつつ、モデルに

相応しい集落を選定していくことが求められる。 

 

２－２－７ プロジェクトの実施体制 

カウンターパート組織は、次に示す 4 つの組織である。 

①農牧省、 

②チュキサカ県（農牧サービス部） 

③SFX 大学（農学部） 

④4 村役場（Yamparaez, Poroma, Presto, Sucre Rural） 

 

プロジェクト・ダイレクターは大学の現農学部長（SFX 大学カウンターパート委員会

の委員長）とする。農学部長の改選が 2006 年に予定されており、農学部長というポ
スト名でダイレクターを任命すると、その交代により活動に大きな支障が生じる可能

性があることが分かった。そのような事態になることを避け、キーパーソンである現

農学部長が 2 年間を通してプロジェクトを主管できるよう、「SFX 大学カウンターパ

ート委員会の委員長」をダイレクターとすることとした。 

 

なお、プロジェクトの効率的かつ効果的な運営のために、合同調整委員会と運営委

員会を設ける。その詳細は次の通りである。 

 

合同調整員会（Joint Coordinating Committee） 
合同調整員会は少なくとも 1 年に 1 回、その他、必要に応じて開催する。なお委員

会では、①プロジェクト年間活動計画の検討と承認、②年間活動計画の達成度および

全体的な進捗度についてのレビュー、を行う。なお合同調整委員会の構成は、下記の

通りである。 
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委員長：農牧省大臣 

メンバー： 

ボリビア側 

・大学学長 

・県知事 

・プロジェクト・ダイレクター 

・対象 4 村の村長 

日本側 

・JICA ボリビア事務所所長 

・日本人専門家 

・必要に応じて他の JICA 専門家および関係者 

オブザーバー 

・日本大使館関係者 

・合同調整委員会の委員長が指名した人 

 

プロジェクト運営委員会（Steering Committee） 
運営委員会では、プロジェクト活動計画の策定、管理、モニタリング、調整および

評価を行う。少なくとも月 1 回、その他必要に応じて開催する。なお委員会の構成は、

次の通りである。 

委員長：プロジェクト・ダイレクター 

メンバー： 

・大学のカウンターパート代表者 2 名 

・県のカウンターパート代表者 2 名 

・4 つの村の技術者と農業普及員の代表者各 1 名、計 8 名 

・日本人専門家 

 

２－２－８ プロジェクトへの投入案 

(1) 日本側 

①長期専門家：2 名 

②短期専門家：必要に応じて派遣 

③機材供与：プロジェクト活動に必要な機材 

④カウンターパート研修：必要があれば実施 

⑤プロジェクト活動に必要な経費 

 

(2) ボリビア側 

①カウンターパート： 

関係組織から計 21 名のカウンターパートを配置する。 

・大学農学部から 7 名（教授陣、授業以外の時間はプロジェクト業務に従事） 
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・県農牧サービス部から 6 名（2 名のフルタイムと 4 名のパートタイム） 

・村役場から 8 名（各村から 2 名ずつ＜技術者と農業普及員＞） 

②プロジェクト事務所の提供 

大学農学部敷地内の J-Greenが使用していた部屋と近接の部屋を提供 

③プロジェクト活動に必要な経費 

 

２－３  FPS資金とその制度 

 本プロジェクトの実施に当たり必要とされるボリビア側の活動資金として、FPSの活用

が検討されており、その資金と制度に関して、付属資料9「FPSの概要」及び同10「FPSの

プロジェクト活動費への適用性」のとおり調査した。 

しかし、以下の 2-3-3 (3) b で総括したとおり、FPSは限定されたインフラ整備にしか
使用できず、本プロジェクトの実施におけるボリビア側の主たる活動資金に活用できない

ことが明らかとなった。このため、国、県及び市町村の各レベルのボリビアの各種予算制

度を概観して、本プロジェクトの実施におけるボリビア側の活動資金としての活用の可能

性を検討した。 

 

２－３－１ 国（農牧省） 

政策立案、調整機能のみで、事業実施機関ではないので、事業予算はない。 

  農牧灌漑局水土課長が今回のワークショップ参加のための旅費も確保できず、航空運

賃をJICA事務所で手当した。 

 

２－３－２ 県 

財政的に市町村より弱いとされる。 
国際援助が決定したプロジェクトに対して20％程度のカウンターパート資金（以下、

CP資金）が確保できる。ただし、国際援助プロジェクトが終了するとCP資金も終了す

るため、本プロジェクト終了後のボリビア独自の活動費につながらない。 

 

２－３－３ 市町村 

(1) 自己収入：小規模市町村ではほとんどない。 

 

(2) 国庫交付金：市町村の人口や貧困指数に応じて国から配分される予算。 

a. 大衆参加法 (共同負担税基金) 

15％まで管理費に使用、残りは社会投資に使用可能である。対象市村の住民一

人あたりの配分額は約20US$である。農業普及には共同事業としてしか使用でき

ない。このため、プロジェクト実施中は使用できるが、終了後は使用できない懸

念がある。 

      プロジェクト実施中に市町村とNGOとの業務分担を明確化することで、プロジ

ェクト終了後もNGOとの共同事業として水土保全が継続できる可能性は考えら

れる。 
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b. 拡大HIPC（Highly Indebted Poor Countries：重債務貧困国）資金 

ア．市町村連帯資金：教育、保健医療人件費に使用する。 

⑤ 国民対話特別口座：生産インフラ向けに使用できる。このため、プロジェクト中及び

終了後も使用できる可能性がある。 

ただし、本プロジェクトに関連することでの交付額の増加がなく、市町村

での予算配分による。プロジェクト実施中は資金配分の調整が可能であると

考えられるが、プロジェクト終了後も予算配分が続けられるかどうかは懸念

される。 

本プロジェクトで、市町村の意識改革が成功すれば、プロジェクト終了後  

も水土保全に予算配分が続けられることが期待される。 

しかし、拡大HIPC資金の対象市村の住民一人あたりの配分額は、上記ア及  

びイを合わせた金額で約16US$である。 

 

(3) 申請プロジェクト資金 

市町村が特定のプロジェクトを実施する際に各資金機関に申請して投入される

資金である。 

a. SIBTA (Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria：ボリビア農牧技術支援シ
ステム) 

特定商品作物の生産から市場出荷までのシステムを強化する資金である。このた

め、本プロジェクトでは同資金の使用はできない。 

 

b. FPS 

インフラ整備のプロジェクト資金である（FPSの詳細は付属資料9参照）。 

本プロジェクトで想定される活動のうちFPSで対応可能なものは、次のようなイ

ンフラ整備費に限定される。本プロジェクトの実施及びプロジェクト終了後の水土

保全活動に必要な費用である営農指導、普及員の人件費及び活動費は、現状のFPS

資金では対応できない。 

⑥ 小規模灌漑施設の建設、②道路改良、③共同苗畑 1)の建設 

⑦ 水道設備 2)の建設 

    注:1) 本プロジェクトでは、個人苗畑の建設とそれに関連する普及活動が想定される 

が、対象外である。 

注:2) 本プロジェクトで整備が想定される農業用水と飲用用水とが一体になった農業  

飲雑用水施設は認められない。 

 

また、FPS は、市町村からの申請が殺到して資金不足であること、そのことによ

る時宜を得た資金の獲得の困難性等の問題点も存在する（詳細は、付属資料 10 参

照）。 

       このため、FPS を本プロジェクトにおけるボリビア側の活動の主たる資金として
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活用することは困難である。 

c. FNDR（Fondo Nacional de Desarrollo Rural：国家地方開発基金） 

FPSと同様にDUF（Directorio Unico de Fondos：基金統括機構）に置かれている

基金であるが、FNDRは融資資金であり、返済が必要である。本プロジェクトでは、

貧困集落を対象としており、返済の必要な資金の適用は困難である。 

なお、本プロジェクトで対象としている市町村（スクレ市、ポロマ村、プレス

ト村及びヤンパラエス村）の財政状況は、付属資料11「プロジェクト対象市町村

の財政状況」に整理した。 

 

２－３－４ まとめ 

  上記の通り、国、県、市町村の各予算制度を確認したところ、本プロジェクトでの活

動に対応できるものは、現在のところ市町村への交付金（大衆参加法：共同負担税基金、

拡大HIPC資金（国民対話特別口座）である。 

  しかし、これらは市町村として貧困農家の生計維持のため農村開発に積極的に取り組

むとしても増額があるものでない。このため、このような活動に対する別途資金が得ら

れることが望まれる。 

  このような資金としては、インフラ整備のみにとらわれず、農家住民の自助努力を促

す普及員の雇用及び活動と一体的に投入できること、申請・交付の手続きが簡易で時宜

を得た資金の投入が、プロジェクト実施中はプロジェクトの活動と連動し、プロジェク

ト終了後は市町村が独自に獲得できることが求められる。 
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第３章 5項目評価 

 

３－１ 妥当性 

本プロジェクトは、「持続的農村開発のための実施体制が整備される」ことをプロジェ

クト目標に置いている。この実施体制の確立により「農業生産性向上による農民の貧困緩

和」を目指すものである。 

 

●ボ国政府にとって、貧困削減は避けられない課題である。貧困削減、乳幼児死亡率の

改善等の国際目標（2000 年国連ミレニアム宣言で掲げられた開発目標：MDGs）の達成

に向け、2001 年にボリビア版 PRSP（貧困削減ペーパー）が策定された。国民対話を通
じ国民の要求を取り入れた PRSP は、その後の政権も改訂しつつ継続している。 

  また、ボ国政府は、90 年代以降地方分権化を進め、住民の政治や開発への参加を推

進してきた。財政的にも市町村への大規模な開発資金の譲渡を行い、貧困削減対策を推

進してきたが、当初意図したほどの効果は現れなかった。その原因の 1 つとして市町村

の行政能力の不足が指摘されている。 

  本プロジェクトが目指すのは、水土保全をベースとした農村開発による貧困削減であ

る。そのために必要な人材の育成、農民への啓蒙活動のみならず、計画策定や資金調達

の能力強化といった行政能力向上も含んだキャパシティ・ディベロップメント支援を行

うことで、農村開発事業実施体制を制度として確立することをプロジェクト目標に設定

している。 

従って、本プロジェクトはボ国の開発政策に合致しているといえる。 

 
●1996 年発布の法令『Superintendencia Agraria（総合農地管理法）』をベースに農牧省農

牧灌漑局水土課が中心となり『土壌の有効利用と管理に関する国家計画』、『土壌の有効

利用と管理に関する国家政策』（農牧省令：付属資料 12、13 参照）を策定した。水土課

長からのヒアリングによれば、以下 4 つを開発重点課題としているとのことである。 

1) 農業関係機関の制度面での強化 

2) 制度強化を支援する人的資源の開発 

3) 関係者の知識向上のための技術開発と技術移転の実施 

4) 持続的な農村開発に向けた水土保全・肥培管理の情報ツールの開発と情報システ

ムの普及 

本プロジェクトのプロジェクト目標及び成果は、これらの開発課題と一致している。

また、協力期間終了後も本プロジェクトに係わる活動がボ国側によって継続されること

によって、上位目標である「持続的な農村開発が技術者と農民により実施・推進される」

が達成され、モデル集落での生産性や生計が向上すれば、ボ国政府の最重要開発課題で

ある貧困削減への効果発現に繋がることも充分に期待される。このようなことから、本

プロジェクトとボ国の開発戦略との整合性は極めて高いと判断される。 
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●2004年 7月に現地 ODAタスクフォース主導の政策協議によって両国で確認された日

本の重点協力分野は、①人間の安全保障の充実、②生産向上支援、③制度・ガバナンス

支援 となっている。 

本プロジェクトは冒頭に述べたとおり農業生産性向上による農民の貧困緩和を目指

していることから、日本の重点協力分野に合致しているといえる。 

 

●JICA は 2000 年のミレニアム宣言採択以降、MDGs の達成に向けて取り組みを強化し

ているが、とりわけ「人間の安全保障」の視点を重視している。 

  本プロジェクトの対象地域であるチュキサカ県は、貧困率 i80.1％（農村部の貧困率は

94.4％）とボ国で最も貧困者の割合が高い県である。極貧率も 63.2％（農村部では 86.5％）

と全国平均 40.2％（農村部平均 51％）を大きく上回っている。 
  本プロジェクトの最終受益者は、同県農村部の農民であること、プロジェクト内容に

以下の点が考慮されていることから、本件は生産性向上支援に向けた体制整備を通じて

人間の安全保障へも積極的に取り組んでいるといえる。 

  ・モデル集落の開発計画は、参加型ワークショップを通して社会的に弱い立場にある

農民のニーズを吸い上げ、それを反映する形で策定されることとなっている。 

  ・啓蒙活動、研修を通じて自然資源の適切な管理や組織化などに関する農民自身の 
   エンパワーメントを図ることとなっている。 

  ・プロジェクト活動の持続的な展開を念頭に、県、大学、村役場、農民という多様な

ステークホルダーが連携・協力する体制を構築し、その上で成果が達成されるよう

計画されている。 

  ・集落開発計画策定や国内資金調達・活用の能力を、村役場を中心として強化する本  

プロジェクトは、農業・農村開発分野に留まらず、地方行政能力強化にも繋がる総

合的な協力であるといえる。 

  以上のことから、本プロジェクト実施の妥当性は極めて高いと判断できる。 
 

３－２ 有効性 

●事業実施体制を構築するにあたっては、それが皆に受け入れられ、真に機能していく

ものになりうるように考慮する必要がある。本プロジェクトでは、農村開発のための基

礎的能力の強化（計画策定、事業資金の調達）と将来的にモデル集落以外にも成果の波

及ができるような仕組み（研修システム）との組み合わせで持続性のある体制が構築さ

れるように工夫されている。 加えて、この体制構築はモデル集落での活動の実施を通

して行われることから、最終受益者である農民への技術移転や生産性の向上に結びつく

効果も期待できる。 

 

                                                   
i 貧困に関する政策文書および統計局の諸資料では地域別・県別に所得（消費）水準により貧困ライン
（１人当たり月額所得）を設定している。チュキサカ県の場合貧困ラインは月額 334.3Bs（1US$＝8.1 ﾎﾞ
ﾘﾋﾞｱｰﾉｽとして約 41US$）、絶対的貧困（極貧）ラインは 168.8bs（約 21$US）となっている。（参考：JICA
『ボリビア国別援助研究会報告書』2004 年 2 月） 
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●各活動は、県、大学、村役場により実施される。県からは 6 名、大学からは 7 名のカ

ウンターパートの配置が決定しており、村役場もプロジェクト開始までに普及員を雇用

することを約束している。特に大学は、学内にカウンターパート委員会を結成する計画

があるなど積極的な姿勢を示している。実施機関の協力活動に係る業務分担は 3 機関合

意のもと決定されており、共同作業が合理的に実施できるように計画されている｡した

がって、計画どおりにプロジェクトの諸活動が実施されれば、想定される成果の発現は

十分見込むことができ、プロジェクト目標の達成も可能であると判断される。 

 

●J-Green の実証調査により苗木栽培が可能になった集落へ植林苗を発注するなど、県

はプロジェクトとの政策連携に前向きな姿勢を見せている。農村部の貧困削減はボ国の

最大の課題であることを鑑みれば、政権交代があっても関係機関の基本政策は継続され

る可能性は高い。また大学は比較的人事異動が少ないことから、外部条件「カウンター

パートが変わらない」が満たされる可能性は高い。 

 

以上の理由から、本プロジェクトの有効性は高いと予測することができる。 

 

３－３ 効率性 

●PCM ワークショップにおいて、PDM と PO を関係者全員で討議し決めたことは、活

動と投入及び成果との関連性を関係者が明確に認識するのに役立った。各成果に向けた

投入量とその配分については、ワークショップでの十分な話し合いを経て決めたため、

現地の実情に即した内容となっている。このように、参加型手法でプロジェクト案が作

成されたことは、関係者のプロジェクトに対する共通認識とオーナーシップの醸成およ

び活動の効率的実施に寄与するものと考えられる。 
 

●本プロジェクトでは、J-Green の実証調査により作成された水土保全や営農関係のマ

ニュアル類やそのノウハウ、実証試験に用いられた実験･展示圃場などを可能な限り活

用する。これらの実績を活かすことで、時間とコストを抑えた投入が可能となる。 

 

●プロジェクト実施によりカウンターパート 21 名の能力向上に加え、モデル 8 集落で

の最終受益者（1 集落平均 370 人として、合計 2,960 人）が直接的に裨益する予定であ

る。さらに、プロジェクト目標である「持続的農村開発のための実施体制が整備」され

れば、大学は研修コースを開講することができ、広く受講者を募り技術者を養成するこ

とで、モデル集落以外へのプロジェクトの成果の普及も可能となる。よって、想定され

る活動が行われれば、本プロジェクトで育成される持続的農村開発のための人材は、前

述の 21 名のカウンターパート以外にも拡大することになる。 
 

●ボ国側の投入の 1 つである村役場の農業普及員が現状では確保されていないが、その

雇用が本技術協力開始の前提条件となっていることをボ国側も十分に認識しているこ

とから、プロジェクト開始時点までにこの問題は解決されると判断される。 
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以上の理由から、本プロジェクトの効率的な実施を見込むことができる。 

 

３－４ インパクト  

●モデル集落を所管する村役場が開発用の国内資金を早期に得ることができれば、プロ

ジェクト終了後直ちに各種事業に着手できる。リスクとしては、村役場の雇用する普及

員の交代が挙げられる。しかし、村役場が普及員雇用費を年度予算へ計上するという前

向きの姿勢を示していること、万一に備え、大学や県庁にも同様の技術と知識を有する

人材を育成するというリスク分散を図ることなどから勘案すると、普及員の交代があっ

たとして、「持続的な農村開発が技術者と農民により実施・推進される」という上位目

標そのものの達成には何ら問題ないと予測される。 

他集落においても、本プロジェクトで設立される研修コースを関連技術者が受講し水

土保全や農村開発に必要な技術・知識を身につけ、且つ当該村役場が開発事業用の国内

資金の調達をすることができれば、モデル集落と同様に上位目標を実現することができ

ると見込まれる。 

 

●本プロジェクトでの農村開発実施体制整備の経験を基に、チュキサカ県からの発信に

より同様の仕組みを全国に構築できる可能性がある。また、県、大学、村役場の連携に

より、水土保全以外のテーマで農村開発を実施するなどの応用も期待できる。（組織・

制度へのインパクト） 

 

●本プロジェクトでは、水土保全事業実施による地力、保水力の回復と農業生産性向上

や栽培作物多様化に向けた活動を通して農民の所得向上を目指すこととしている。水土

保全事業の実施は、農業のみならず環境保護の点においてもプラスのインパクトを与え

ることが予測される。（環境へのインパクト） 

 

●「3-1 妥当性」でも述べたように、地方行政能力の強化はボ国が取り組まねばならな

い課題の 1 つである。具体的には、地方への交付金や各種資金の有効活用、自治体間の

調整や地域開発を誘導していく行政能力の向上が求められている。本プロジェクトで村

役場による計画策定と国内資金調達が可能になれば、様々な事業実施への適用が可能と

なり、地方行政能力強化のみならず他分野へのインパクトも期待することができる。（行

政、他分野へのインパクト） 

 

以上のように本プロジェクトのインパクトは高いと予測される。 

 

３－５ 自立発展性 

●プロジェクト期間中に実施機関間の組織横断的な連携・協力体制が構築されれば、自

立発展的に県内各地で農村開発事業が展開されることが予測される。さらに、「3-1 妥当

性」や「3-2 有効性」でも述べたように、本プロジェクトは農民自身のエンパワーメン

トを図り、多様なステークホルダーが連携・協力することで持続性のある体制を構築す

ることを目的にしている。加えて将来的な人材の確保面でも充分な配慮がなされている。 
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●大学では、J-Green が実施した実証調査の影響を受けて、水土保全技術を核とした「自

然資源管理コース」が修士課程に既に設立されている。このコースの担当者らが本プロ

ジェクトのカウンターパートに含まれているため、大幅な人事異動がない限り、彼らが

プロジェクト期間終了後も水土保全を基礎とした農村開発事業の中核メンバーとして

活動することが期待できる｡ 

 

●既に述べたとおり、農村部の貧困削減はボリビア最大の課題であり、国家政策として

の PRSP は政権交代後も継続されている。また、農牧省は 2003 年に『土壌の有効利用

と管理に関する国家政策』を策定し、省令により全ての農業、農村開発の実施に当たっ

ては、同政策を遵守することが定められた。このように、ボ国政府は近年農村開発にお

ける水土保全を高く位置づける方向に動いており、本プロジェクトに対しても前向きな

コミットメントが期待できる。 

 

●関連村役場が集落開発のための国内資金を調達､活用できるメカニズムを習得すれば、

プロジェクト終了後も開発資金を外部から調達できる可能性は非常に高くなる（ボリビ

アには多くのドナー資金が入っており、様々な基金が創設されている。国内資金を調達

する能力をつけることで、プロジェクト終了後も自らの力でこれら開発資金を活用し、

事業を展開していくことが可能となる）。 

 

●プロジェクトで取り入れる手法は J-Green が既に実証済みであり、実証調査対象集落

におけるその活動の継続性は確認されている。しかし、さらに自立発展性を高めるため

には、ボリビア側が調達可能な投入、身の丈に応じた技術を導入するよう考慮する必要

がある。プロジェクト活動を通じ、適宜工夫・改訂することが望まれる。 

 

●ボリビアでは政権が変わると傘下の組織のメンバーも総入替となることから、プロジ

ェクト終了後にカウンターパートが異動し、蓄積された技術が消えてしまうことが少な

くない。そのため、本プロジェクトでは、政権交代の影響を受けず、比較的人事が安定

している大学もカウンターパートとしており、ノウハウが継続されるよう工夫している。 

 

●自立発展性の確保のためには、相手国関係者のプロジェクトに対するオーナーシップ

も重要である。本プロジェクトの PDM や PO を参加型ワークショップで討議して決め

たことにより、現時点での関係者のオーナーシップは高い。実際の活動が開始されれば、

これがさらに高まることが期待でき、協力終了後の活動継続の原動力となることが見込

まれる。 

 

以上の事項から、本プロジェクトの自立発展性は高いと予測できる。 
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第４章 協力実施にあたっての留意事項 

 

４－１ 制度作りを念頭に置いたプロジェクトの実施 

「持続的農村開発のための制度構築」が本プロジェクトの究極的な目的である。よって、

モデル集落での活動もその制度作りに向けたオン・ザ・ジョブ・トレーニングという側面

を持つ。この制度作りを確固たるものにするためには、ボリビア側が主体的にプロジェク

トを実施し持続的農村開発に必要なノウハウを蓄積していくことが重要である。大学は主

に研修に関するノウハウ、県市町村は主に農村開発計画策定とその実施に関するノウハウ

を蓄積することが期待される。また、このような制度の構築には組織横断的実施体制の整

備が不可欠である。農牧省、大学および市町村が有機的な組織横断的実施体制を整備して

はじめて、本プロジェクト成果の他地域への普及が可能となる。このような制度作りを念

頭に置いたプロジェクト活動の実施が望まれる。 

 

４－２ 「実証調査」成果の効果的活用 

5 年間にわたって実施された J-Green の実証調査では、水土保全を基礎とした「持続的

農村開発」に関する様々なマニュアル（技術者用、農民用）やビジュアルな研修用教材（ビ

デオなど）が作成された。また土壌保全に関する展示圃場や試験圃場も設置され、現在、

大学によって管理運営されている。よって、これらの成果の適切な活用により効率的なプ

ロジェクト運営が可能である。具体的な活用法としては、①J-Green のマニュアル類の改

善、補完などを通した研修教材の作成、②ビジュアルな教材や展示圃場を活用した水土保

全についての啓蒙活動（村役場および集落農民を対象）、③J-Green のモデル集落の農民を

講師とした農民研修の実施（本プロジェクトの 8 つの対象集落向け）、などが考えられる。  
 

４－３ 総合的視点を伴ったモデル集落開発計画の策定 

本プロジェクトが対象とするチュキサカ県農村地域の中心問題は貧困である。J-Green

の実証調査、現地視察および関係者との協議結果などから判断すると、農業生産性向上、

収入源の創出、生活改善など総合的なアプローチがこの地域の貧困問題緩和のためには不

可欠である。よってモデル集落の開発計画は、個々の集落の社会経済状況を考慮した総合

的視点に立って策定する必要がある。 

 

４－４ 適切な専門家の人選 

2 年という短期間に「持続的農村開発のための実施体制整備」という目的を達成するた

めには、当該分野の技術力のみならず高い調整能力と語学（スペイン語）力を持つ専門家

を派遣する必要がある。すなわち、求められる要件に基づき適切な人選を行うことが、プ

ロジェクト成功への鍵といえる。 

 

４－５ プロジェクト対象村における農業普及員雇用の迅速化に向けて 

農業普及員はモデル集落活動の中心を担うプロジェクト実施上必要不可欠な存在であ

るが、現在のところ対象 4 市町村では雇用されていない。事前調査期間中、4 市町村の代
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表者（村長など）との協議を行い、口頭ではプロジェクト開始前に農業普及員を雇用する

旨の確約を得た。なお、雇用に向けた予算措置や手続きの開始のためには、プロジェクト

実施を正式に担保する文書（R/D）が必要だと思われるので、出来るだけ早期に R/D の署

名を行い普及員雇用の迅速化を図ることが望ましい。また、プロジェクト開始前の雇用を

可能とする時間的な余裕を取ること（R/D の署名日からプロジェクト開始まで期間）も必

要とされる。なおミニッツに示すように、普及員の雇用は本プロジェクト開始のための前

提条件である。質の高い農業普及員の雇用が行われるよう、その人選プロセスにプロジェ

クト関係者（大学や JICA）が立ち会う必要性もミニッツに盛り込まれた。 

 

４－６ モデル集落開発資金源についての早期検討 

既に述べたように、モデル集落の開発資金源としての可能性が高いと言われていた FPS
の活用が難しいことが判明した。2 年間という短い協力期間を考えると、プロジェクト開

始前に資金源調達源の目処だけは明らかにする必要である。よって、カウンターパート組

織と JICA ボリビア事務所による資金源（2KR 積み立て資金など）についての調査の継続

が求められる。 

 
４－７ プロジェクトの早期開始 

本プロジェクトのデザインは参加型ワークショップを通して策定されたので、ステーク

ホルダーのプロジェクト活動への理解とオーナーシップの醸成に大きな効果があったと

思われる。また調査期間中、組織横断的な実施体制整備に向けての協議も行い、カウンタ

ーパート組織の役割と責任についての意識も確実に高まった。このようにプロジェクト開

始に向けての気運は盛り上がっているのでこれを低下させることなく、出来るだけ早いう

ちにプロジェクト開始することが円滑な活動の実施に結び付くと判断される。 

 

４－８ カウンターパートの継続 

プロジェクト期間中のカウンターパートの交代は、活動上の大きな障害となる。とくに

本プロジェクトは短期間の協力であるため、その影響は非常に大きい。調査期間中、この

点の懸念についてもカウンターパート組織の代表者と協議し、その結果を基に、「カウン

ターパートが交代しないように措置する」という文言をミニッツに盛り込んだ。カウンタ

ーパートの継続は、プロジェクト運営上、非常に重要なので協力期間中もこの点に十分注

意を払う必要がある。 

 

４－９ プロジェクト事務所の早期建設 

現案では、大学と県のカウンターパート 13 名と専門家 2 名の計 15 名が大学構内のプロ

ジェクト事務所で勤務することとなる。しかし、大学側が準備しているプロジェクト事務

所は 15 名の執務室としては非常に手狭である。よって、現在、大学側からボリビア大蔵

省と日本大使館に要請されている 2KR 積み立て資金活用によるプロジェクト事務所の早

期建設が強く望まれる。 
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４－１０ 活動に必要な機材の早期供与 

2 年という短期間でプロジェクト目標を達成するためには、協力開始直後から実質的な

業務に取り掛かかれるように各種の準備を行う必要がある。とくに事務関連機器や車両な

ど、活動実施上不可欠な機材の早期供与は重要である。 

 

４－１１ 県の集落開発事業とのタイアップ 

カウンターパート組織であるチュキサカ県は、現在、植林など農民の所得向上も狙った

独自の集落開発事業を展開している。よって、モデル集落開発事業の効率的かつ効果的な

実施のためには、可能な限り県の開発事業とタイアップしながら活動を行っていくことが

望ましい。県の開発計画を付属資料 14 に示す。 

 
４－１２ 詳細活動計画の策定 

本調査中に策定された PO は、活動の概略を示しているに過ぎない。よって、プロジェ

クト開始後、まずは、専門家とカウンターパートが協議を行い、その結果を基に詳細活動

計画を策定する必要がある。 
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第５章 団長所感 

 

５－１ 現状認識 

本件の対象地域であるチュキサカ県は、ボリビアでも渓谷地帯に位置し、気象や地形な

どからの開発阻害要因が多々あり、特に土壌侵食に起因する地力減少は深刻な状況にある。 

その結果として生産性低下・耕作地放棄・砂漠化、また農民の都市流入や社会不安定化

に繋がるものとなっており、コミュニティを形成する農民は、まさに貧困からの脱却以前

に悪循環に陥っている。 

コミュニティーを形成する農民自身が、農業によって持続かつ自立していける適切な対

策を講じる必要にある現状において、本件実施の意義はある。 

 

５－２ 実施に際しての視点 

対象地域は、気象及び地形面から非常に外部要件に影響を受けやすい地域であり、特に

気象においては、年々降雨量が減少傾向にあり、対象地域を含めて旱魃の危機に陥りやす

い。また旱魃により、農産物生産の低下や僅かな財産放棄も止む無しの状況が起こりうる

ほど、弱体な体質にある。 

本件の実施に際しては、弱体なコミュニティー・農民に対し直接に Protection とエンパ

ワーメントが発現されるよう、人間の安全保障を強化する視点から取り組む必要がある。 

また、本件を担う関係機関及び関係者は多岐に及ぶが、それぞれが機能するには、キャ

パシティ・ビルディングと併せボリビア関係者が主体となるべきキャパシティ・ディベロ

ップメントのアプローチが必要であり、そのプロセスが重要視されることがポイントとな

る。 
 

５－３ 事業化への視点 

持続的な農村開発を事業化していく上でのポイントは、ボリビア側の事業資金調達機能

が確保・強化されるかにある。 

財政基盤の厳しい当国における収入は、特に地方自治体では、国・県からの補助金と

FPS 等基金及び独自の収入源からなっているが、実際の予算執行においては煩雑な手続き

含め、事業計画書作成の能力不足等の問題もあり計画通りの執行となっていないのが実態

である。また、現状でも FPS 等いくつかの機能はあるが、活用面では問題なしとは言いが

たく、更なる調達機能を確保・強化する上で、FPS 等の活用への制度改善含めた模索が必

要となろう。 

また、資金調達機能の確保の模索に際しては、特に立ち上がり段階においては、一方途

として、我が方の一般財政支援によるノンプロや 2KR の見返り資金との活用による連携
及び人間の安全保障無償（草の根無償）の活用も視野に入れて模索することも必要となろ

う。 
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付 属 資 料 
 
 

1．ミニッツ（英文、西文）  

2．主要面談者 

3．現地住民調査 

4．問題系図（和） 

5．目的系図（和） 

6．プロジェクトの選択（和） 

7．PDM ver.1（和） 

8．Plan of Operation（和） 

9．FPS の概要 

10．FPS のプロジェクト活動費への適用性 

11．プロジェクト対象市町村の財政状況 

12．土壌の有効利用と管理に関する国家計画 
  （農牧省、一部抜粋・西文） 

 

13．土壌の有効利用と管理に関する国家政策 
  （農牧省、一部抜粋・西文） 

 

14．チュキサカ県経済開発計画（2005年 3月 13日 
  Correo del Sur 誌掲載、および一部抜粋・仮訳） 
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主要面談者 
 

●ワークショップ参加者 
氏名 所属 役職 

サンフランシスコ・ハビエル大学 
Iván Arcienega  農学部 学部長、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
Enrrique Soruco 農学部工学科 教授 
Faust Nina. C. 農学部農学科 学科長 
Orlando Hurtado 農学部工学科 技術者 
Jenny Zárate 農学部, Continuous Formation 

ユニット 
コーディネーター 

Ricardo Camacho C. 農学部 LaBarranca ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞｰ 
OscaVera Fernandez 農学部 教授 
Roberto Acebey 農牧林科学部 教授 
Ramiro Villapado 農牧林科学部、工学科 教授 
Franklin Coca 農学部農学科 教授 
Cristina Mamani 農学部 技術者 
Teodoro Pozo 農学部 教授 
Carlos A. Pérez 農学部工学科 学科長 
German Barrientos 農学部学生センター 農業技師 
チュキサカ県庁 
Miguel Dávalos  ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
Arnulfo Borges  技術者 
Roberto Muñoz  農牧サービス部 生産促進課課長 
市町村 
Alberto Alvarado スクレ市経済部 技師 
Henry Trigo スクレ市第 6区 プランナー 
Javier Monterde スクレ市農村開発部 農村開発部部長 
Basilio Vargas スクレ市第 6区 第 6区副区長 
Alejandro Garcia ヨタラ村  村長 
Freddy Calizaya ヤンパラエス村 プランナー／技師 
Atiliana Arancibia  ヤンパラエス村 村長 
Carmen Bravo ポロマ村 人間開発部担当者 
José Romero プレスト村 村長 
その他 
Marcelo Mausdo  コンサルタント 
RosarioOsorio Zamora FPSチュキサカ事務所 オペレーション技術者 
EtzarKeynaldoGomez FPSチュキサカ事務所 オペレーション技術者 
Miguel Murrillo Illanes 農牧省農牧灌漑局水土課 課長 
Apolonia Rodriguez スクレ環境協会 代表 
Willy Forrojabal 自然資源管理 農業技師 

 

付属資料 2 
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●その他：ボリビア側関係者 
氏名 所属 役職 

Alfredo Zelada Estrada FPSチュキサカ事務所 評価担当責任者 
Rodolfo Sanchez Villena FPSチュキサカ事務所 フォローアップ担当責任者 
Rosario Osorio Zamora FPSチュキサカ事務所 オペレーション技術者 
Jorge Carrasco  FPS本部（ラパス） 総裁 
Eduardo Zamora R. FPS本部（ラパス） プロジェクト実施担当 
Aydeé Nava Andrade スクレ市 市長 
Carlos René Miranda スクレ市 アドバイザー 
Fidel Herrera R. スクレ市 市町村カウンシル代表 
Domingo Mostong 
Giovannni Vacuerdo 

スクレ市 
スクレ市 

議員 
文化・人間開発担当 

Walter Arizaga C. ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ・ﾊﾋﾞｴﾙ大学 学長 
Walter Otondo チュキサカ県農牧サービス部 部長 

 
●その他：日本側関係者 

氏名 所属 役職 

白川 光徳 在ボリビア日本大使館 大使 
中村 一博 在ボリビア日本大使館 参事官 

野津 裕之 在ボリビア日本大使館 書記官 
吾郷 秀雄 JICA 個別専門家 
山口 尚孝 JICAボリビア事務所 所員 
古賀 未央 JICA青年海外協力隊 村落開発普及員（ﾔﾝﾊﾟﾗｴｽ村） 

 
 



 83 

現地住民調査 

 

ワークショップ実施に先立ち、住民の開発ニーズや生活上での問題点、特に集落内

での女性グループの活動内容やジェンダーバランスを確認するために、サンフランシ

スコ・ハビエル大学  農学部（プロジェクト関係者）が選定していたプロジェクトの対
象村内の全 16 集落中の 10 集落をランダムに選択し、 3 月 10 日から 2 日間（ 3 月 9 日
は準備日）、聞き取り調査を延べ 62 名 (男性 44 名、女性 18 名 )の住人に対して実施し
た｡ 調査ルートと調査地のロケーション及び質問内容は、図 1、表 1 のとおり｡ 

図 1 調査地図  
 

 

＜ 2005 年 3 月 10 日：第 1 日目＞        ※集落名の後の（ ）は調査人数  
調査地：ヤンパラエス村（ヤンパラエス郡）  

     Molle Punku 集落（男性 5 名）、 Sajpaya 集落（男性 2 名、女性 1 名）  
     プレスト村  (スダニェス郡 ) 
    Hoayllapa mpa-Alta 集落（男性 1 名）、Hoayllapa mpa-Ba ja 集落（男女各 1 名）、  

Corralon 集落（ 45 名：男性 33 名、女性 12 名）、Mision Pampa（男性 1 名）     

タラブコ  

プレスト  

ヨタラ  

ポロマ  

グランデ川  

ピルコマヨ川  
0     2 5    5 0 ㎞  

オロペサ郡 

ヤンパラエス

ハイメ･スダニェス郡  

3/10 調査地  

4 集落  

3 /10  調査地  

  2 集落  

3/11  調査地  

4 集落  

舗装道路 

スクレ  

ヤンパラエス  

付属資料 3 
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＜ 2005 年 3 月 11 日：第 2 日目＞  
調査地：スクレ市農村部（オロペサ郡）  

   Caja marca 集落（男女各 2 名）、Mamahuasi 集落（男性 3 名、女性１名）  
     ポロマ村（オロペサ郡）  
     Kullcu 集落（男性 2 名、女性 1 名）、Cucuri 集落（男性 1 名、女性 1 名）  
 

 
 
      
＜調査集落での観察結果＞  
飲用水の有無   ：ほとんどの地区に飲料水は無く、薪水の収集は日常の労働となっ  

ている。  
道路の整備状況：全ての地区が未舗装路、場所によっては雨季のアクセスが不可能 

となる。 

集会場の有無  ：ほとんどの集落が集会用の場所(学校の教室、集会場)を持ってい 

る。 

 全体的な清潔感：全ての集落では、農用道路、集会場などの共用施設は清掃、整頓

されていた｡ 

 

＜聞き取り調査の結果＞ 

 聞き取り調査は図 2 の質問表にそって個人に対するインタビュー（ケチュア語）形
式で行われた。  
  Corra lon 集落を除き、 1 集落あたり 1～ 3 名からのヒアリング結果である。  
 
 

●一般概況 

調査実施日 :                         

地域 :   自治体名（村）                  集落名                   

＜全般＞地勢 :                          文化的な特徴 :                               

＜観察のポイント＞ 集落全般について  

飲用水の有無 :                           道路の整備状況 :                                   

集会場の有無 :                     全体的な清潔感 :                                   

  個々の住民について  

家族当りの出稼ぎ者数 :        家族当りの就学率 :               

農外所得の有無 :           プロジェクトへの期待や要望 :                

  その他対象地でのジェンダー･バランス等   

農作業の分担 :    女性グループの有無 :→有った場合：グループの目的          

活動の内容 :      活動からの所得の有無 :       研修への希望 :          

1 日の労働カレンダー（男女別）の作成  

図 2 質問表（要約）  
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集落の出稼ぎ者数： 5、 6 名～ 20 名程度と集落毎に答えは異なった i。出稼ぎ者は

どこの集落にも存在し、若者に多い傾向がみられる。出稼ぎに出たまま、集落に

戻らない者もいる。  
就学率：ほとんどの集落の子供は、小学校の 5 年生までの就学。  
農外所得の有無：ほとんどが農外所得の術は無いとの回答であったが、屋根材、 
レンガ、Callapo(お菓子 )、キノコなどの販売を集落内や隣接する集落あるいは町  
で実施している者が 62 名中 6 名いた｡ 
プロジェクトへの期待や要望  :最も多かったのは生産性向上のための技術研修  
（栽培技術等）と用水インフラの整備であったが、その他植林や職業訓練、農産  
物流通、野菜の採種、組織強化への関心も高かった。  

 

●ジェンダー･バランス等  

日常生活での作業分担 :家事労働のために女性が男性より 1～2 時間は早起き。 
しかし、農作業の労働負担では、家畜の世話（通年）と農繁期の男性への補助作 

業など、男性より女性がやや軽度な作業を分担。薪水運搬についても男女間で配 

分されており女性からの作業分担に関わる不満や苦情もきかれなかった｡ 

女性グループの有無 : ほとんどの集落に存在しているが、活動状況は集落毎に

異なっている。 

・グループの目的：家計への支援、家内労働(内職)技術の訓練など。 

・活動の内容：食品加工、野菜の栽培、服の縫製、毛糸製品の製作などを技能

のある者が初心者に指導する。服の縫製は、ミシンなどの機材や布地を購入

する予算が不足しているために、活動が実施できていない集落も一部みられ 

  た。 

 ・活動からの所得の有無: 比較的街までのアクセスが良い集落では、近隣の町

で菓子や野菜などを販売して、所得を得ているグループもみられた。その他

の集落では、内職用の機材や材料の不足、あるいは技術的に販売できるレベ

ルに達していないなどの理由から、「家計への支援」にまで至っていないグル

ープが多かった。 

・研修への希望:女性が回答した全集落（ 10 集落中 7 集落）では、所得の向上  
に寄与する研修ならなんでも受講したいという希望であった。 

 

 

 

 

 

 

 

ある農民夫婦の 1日の労働カレンダー 

                                                   
i 実際にカウントしたわけではなく、回答者の推定による数値である。  
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男性 起床     薪水運び注 2) 就寝 

4～5時 6時 7時 8時 9時  5～6時 7時 

女性 

 起床 

食事の 

準備注 1) 

 

子供の 

登校 

家事   (薪水運び) 就寝 

注 1)：食事は、朝に弁当（トウモロコシや豆を煮たもの）も作り、昼間の作業中に摂る。  
夕食は朝の残りを食べる程度。薪を使った食事準備は、朝の 1 回のみ。  

注 2)：薪水運びは、水場への距離や薪の採集場所などによって１日の実施回数や実施者  
が集落毎に若干異なる｡  
例) 朝､晩 2 回薪水運びを実施する集落、男性が水、女性が薪と作業分担を区別す

る集落、男女ともに共同で薪水運びを実施する集落｡  
  

調査の結果（まとめ） 

①集落選定基準が曖昧：大学側から示されたプロジェクト対象集落の選定基準は文

化の多様性、標高による分類、集落の組織化、出稼ぎの多さなどの諸項目である

が、その集落選定の基準項目の設定にはっきりとした方針や方向性が見られなか

った。  

 

②村役場から集落への交通手段がない：村役場によっては、農業担当者注３を設置し

ているが、その多くは交通手段を持っていない｡現状では、村役場へ農民を招い

ての研修会開催に限られている。 

注 3)：農業担当者とは、村役場職員のうち農業分野を担当している者であり、技術 

研修会のマネジメント等を行っている。担当者自身も技術者であることが多

いが、自身で農民を直接指導することはなく、農業普及員とは異なる。 

 

③女性グループの役割：さまざまな試みがなされているが、予算と技術の不足や町

へのアクセスの問題でその活動は左右されており、実際に家計支援という目的を

達成できているグループは限られている。 

 
④ジェンダー：  
・調査集落では、農作業における女性の労働負担は男性より軽度であった。  
・農民集会での発言などは少なく、集落によっては、集会の参加者は男性のみで

あった｡  
・調査中にわずかに見られた農外所得は、女性による家庭内作業（お菓子作り、

キノコの採集や乾燥・袋詰め、毛糸製品の製作）による物の販売で得られてい

るケースが多かった｡  
 

以上  

農作業に従事  

農作業に補助、家畜の世話  



農業生産性
が低い

 農民は非常に貧しい

灌漑システムの
利用訓練が不十

分である

土壌の肥沃度
が低い

土壌が劣化
している

水の利用と管理
が不適切である

収入が低い
開発の機会が
少ない

土壌の流亡
が激しい

植生が劣化
している

単一作物
が栽培され

ている

森林が伐採さ
れている

農業生態系の
多様化が失わ

れつつある

農業普及員への
水資源の保全･
管理･利用につ
いての研修が不
足している

灌漑施設が不
足している

適正技術(研
究)の開発がわ
ずかである

伝統技術の
見直しが不足

している

作物の適切な
肥培管理が行
われていない

病虫害防除
の方法が適
切ではない

農業畜産技
術の研究が
適切でない

関連の研修
が不足して
いる

訓練された人材の
雇用機会が限られ

ている

現金収入への道が
限定されている

耕作適地が減少
している

不適切な栽培
技術を実施し

ている

灌漑施設が不
足している

作物の多様化
が出来ない市場向け生産

物の不足

条件の良い市場へ
アクセスができない

職業訓練の機会
が少ない

適正な資金投
入の不足

農業金融へのアク
セスが難しい

投資力が不足
している

農地の登記が
正確ではない

持続的な農業を
実施できない

制度改善への支
援が不適切である

教育水準が低い
基本的な社会
サービスへのア
クセスが難しい

水土保全の技
術移転が充分で
はない

収入を得るため
に出稼ぎが増

加している

社会的に不
景気である

栽培体系での有
機肥料への知識
が不足している

水土保全技術の
研修システムが
整備されていな

い

家畜が過
放牧されて

いる

研修の方向
性が不明確
である

灌漑施設建設
の資本の不足

問題系図

水土保全技術の
普及が遅れてい

る

ワークショップ時に作成され
た判りづらい表現のカード
は、その内容は保持したま
ま、PCMのルールに従って改
訂した｡

付属資料４　問題系図（和）
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農業生産性
が向上する

 農民は生活に充分
な家計が確保できる

灌漑システムの
利用訓練が充分

に実施される

土壌の肥沃度
が向上する

土壌劣化が
改善される

水の利用と管
理が改善され

る

生活に充分な
収入が有る 開発の機会が

増加する

土壌の流亡
が減少する

植生が改善
される

複合的な作
物栽培が実

施される

森林の伐
採が減少

する

農業普及員への
水資源の保全･
管理･利用につい
ての研修が充分
に実施される

灌漑施設が
充分に建設

される

適正技術(研
究)の開発が
進展する

伝統技術が
見直される

作物の適切な
肥培管理が実

施される

農業畜産技術
の研究が適切
に実施される

関連の研修
が充分に実
施される

訓練された人材の
雇用機会が増加す

る

現金収入への選択
肢が増加する

耕作適地がこ
れ以上減少し

ない

栽培技術が現
地に適応する

灌漑施設
の充分にな

る

生産物の流通が
出来るようになる

市場向け生産
物が増加する

条件の良い市場へ
のアクセスが可能と

なる

職業訓練の機
会が充分に有る

適正な資本
投入が可能

となる

農村金融へ
の機会が増

加する

投資能力が
向上する

農地の登記
が実施され

る

持続的な農業
を実施できる

制度改善への
支援が適切と
なる

教育水準が
向上する

基本的な社会
サービスへのア
クセスが容易に
なる

水土保全の技
術移転が適切
に実施される

収入を得るための
出稼ぎが減少す

る

社会的に景
気が回復する

栽培体系で
の有機肥料
への知識が
充分になる

家畜の過
放牧が減
少する

研修への戦
略が策定さ
れる

灌漑施設建
設の資本力
が向上する

目的系図

病虫害防除が
適切に実施さ
れる

水土保全技術
の研修システ
ムが整備され

る

水土保全技術
の普及が進む

農業生態系
の多様化が
失われない

灌漑施設の
建設資金が
準備される

自然資源保護アプローチ

研修アプローチ

関連技術の研
修システムが
整備される

農業技術改善アプローチ

農業経済開発アプローチ
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農業生産性
が向上する

 農民は生活に充分
な家計が確保できる

灌漑システムの
利用訓練が充分

に実施される

土壌の肥沃度が
向上する

土壌劣化が
改善される

水の利用と管
理が改善され

る

生活に充分な
収入が有る 開発の機会が

増加する

土壌の流亡
が減少する

土質（化学
的性質）が
改善される

複合的な作
物栽培が実

施される

森林の伐
採が減少

する

農業普及員への
水資源の保全･管
理･利用について
の研修が充分に
実施される

灌漑施設が
充分に建設

される

適正技術(研
究)の開発が
進展する

伝統技術が
見直される

作物の適切な
肥培管理が実

施される

農業畜産技術
の研究が適切
に実施される

関連の研修
が充分に実
施される

訓練された人材の
雇用機会が増加す

る

現金収入への選択
肢が増加する

耕作適地がこ
れ以上減少し

ない

栽培技術が現
地に適応する

灌漑施設の
充分になる

生産物の流通が
出来るようになる

市場向け生産
物が増加する

条件の良い市場へ
のアクセスが可能と

なる

職業訓練の機会
が充分に有る

適正な資本
投入が可能

となる

農村金融へ
の機会が増

加する

投資能力が
向上する

農地の登記
が実施され

る

持続的な農業
を実施できる

制度改善への
支援が適切と
なる

教育水準が
向上する

基本的な社会
サービスへのア
クセスが容易に
なる

水土保全の技
術移転が適切
に実施される

収入を得るため
の出稼ぎが減少

する

社会的に景気
が回復する

栽培体系での
有機肥料へ
の知識が充
分になる

家畜の過
放牧が減

少する

研修への戦
略が策定さ
れる

灌漑施設建
設の資本力
が向上する

プロジェクトの選択

病虫害防除が
適切に実施さ
れる

水土保全技術
の研修システム
が整備される

水土保全技術
の普及が進む

農業生態系
の多様化が
失われない

灌漑施設の
建設資金が
準備される

自然資源保護アプローチ

研修アプローチ

関連技術の研
修システムが
整備される

農業技術改善アプローチ

農業経済開発アプローチ

成果2：モデル集落の開発計画の策定
成果3：集落開発のための国内資金の調達

成果2：モデル集落の開発計画の策定
成果3：集落開発のための国内資金の調達

成果１：研修システムの整備
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Project Design Matrix (PDM) 
プロジェクト名：持続的農村開発のための実施体制整備計画                            2005年 4月 6日 

ターゲットエリア :チュキサカ県北部地域       受益者: 8モデル集落の農民  プロジェクト期間:2005～2007（2年間）          PDM：Ver.1 

プロジェクト要約 指標 入手手段 外部要因 
上位目標 
持続的な農村開発が技術者と農民により実施・推進

される 
 

 
多くの集落がプロジェクトによって確立

した農村開発手法を適用する 
 

プロジェクトに関わる記録と書類 
 

 

プロジェクト目標 
持続的農村開発のための実施体制が整備される 
 

1. 持続的農村開発のための人材が育成 
されている 

2. 8モデル集落が組織化されている 
3. 8モデル集落開発のための資金の準 
備ができている 

プロジェクトに関わる記録と書類 
 

ボリビアの農村開発に関する国家政策が

変わらない 
 

1. 研修カリキュラムと教材が準備され 
ている 

2. 8モデル集落の開発計画書が策定さ 
れている 

3. 8モデル集落開発のための国内資金 
申請書類が提出されている 

 

プロジェクトに関わる記録と書類 
 

関係機関の政策が変わらない 
 

プロジェクトのカウンターパートが変わ

らない。 
 
 
 
 
 

成果 
1.研修システムが整備される 
  

   2.モデル集落の開発計画が策定される 
 
   3. 村役場が集落開発のための国内資金を調達、活用
できる能力をつける 

活動 
1-1.  研修講師を養成する 
1-2.  研修のニーズを調査する 
1-3. 研修カリキュラムと教材を準備する 
1-4.  普及員へ研修を実施する 
 
2-1. モデル集落の選定に関するベースラインサーベイを行 
う 

2-2. 自然資源の適切な管理に関する啓蒙を村役場と集落に
対して行う 

2-3. 農民グループを結成する 
2-4. 水土保全および集落開発についてのニーズを調査する 
2-5. 集落の開発計画を策定する 
 
3-1. 資金源について調査する 
3-2. 国内資金への申請をシステム化し、ガイドラインを作 
成する 

3-3. 集落開発用の国内資金調達のための申請を行う 

投入 
＜日本側＞ 
・ 長期専門家 2名 
・ 必要に応じ短期専門家を派遣 
・ 必要な機材の供与 
・ 必要があれば、カウンターパート研修 
・ プロジェクト活動に必要な経費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜ボリビア側＞ 
・ カウンターパート 
・プロジェクト事務所の提供 
・ プロジェクト活動に必要な 
経費 

 

前提条件 
村役場が独自の予算で普及員を雇用する 
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Plan of Operation  活動計画表 プロジェクト名：持続的農村開発のための実施体制整備計画       2005年 3月１8日 

                
 プロジェクト目標 指 標 1年目 2年目 

持続的農村開発のための実施体制が整備さ

れる 
* PDM Ver.1参照。 

 

 

       

成果と活動 担当責任者 1年目 2年目 

1.研修システムが整備される 

1-1. 研修講師を養成する 

1-2. 研修のニーズを調査する 

1-3. 研修カリキュラムと教材を準備する 

1-4. 普及員へ研修を実施する 

 

大学 

と 

県 

        

2.モデル集落の開発計画が策定される 

2-1. モデル集落の選定に関するベースライン 

サーベイを行う 

2-2. 自然資源の適切な管理に関する啓蒙を村

役場と集落に対して行う 

2-3. 農民グループを結成する 

2-4. 水土保全および集落開発についてのニー

ズを調査する 

2-5. 集落の開発計画を策定する 

 

 

 

 

大学 

と 

県 

        

3. 村役場が集落開発のための国内資金を調

達、活用できる能力をつける 

3-1. 資金源について調査する 

3-2. 国内資金への申請をシステム化し、ガイ

ドラインを作成する 

3-3. 集落開発用の国内資金調達のための申請

を行う 

 

 

3-1、 3-2 

大学と県 

 

3-3 村役場 

        

指標のモニタリングの実施 
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FPS の概要  

 

１．FPSとは 

FPS（Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social：国家生産性社会投資基金）は、

プロジェクト事業を無償資金協力で行うための基金である。FPS は、国民対話法 2000

に基づき再編された DUF（Directorio Unico de Fondos：基金統括機構）に置かれる基

金の 1 つである。2001 年 2 月にそれまであった FIS（Fondo de Inversion Social：社会

投資基金）と FDC（Fondo de Desarrollo Campesino）を基に設立された。  

DUF には、FPS の他に FNDR（Fondo Nacional de Desarrollo Rural:国家地方開発基金）

及び PLANE（Programa de Empleo de Emergencia：緊急雇用対策プログラム）がある。
FNDR は融資基金である。PLANE は DUF 直轄で実施されている。  

 

２．FPS組織 

FPS 組織は、ラパスに中央事務所を持ち、ボリビア全土を網羅するように 9 カ所の

地方事務所を有する。FPS の全国組織図は、図 1 のとおりである。  

本プロジェクトの対象地域である FPS チュキサカ事務所の組織図は、図 2 のとおり

である。  

 

財務担当理事

市町村
対応担当

法律顧問

品質管理 担当

執行理事会

図１ FPSの組織図

内部会計監査

機関調整担当

国内運営担当理事 事務システム担当理事

ラパス担当理事

ベニ担当理事

パンド担当理事

サンタクルス担当理事

チュキサカ担当理事

タリハ担当理事

コチャバンバ担当理事

オルロ担当理事

ポトシ担当理事

 

 
 

付属資料 9 
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技術者会計運転手
(4名）

事務管理
責任者

評価責任者 フォローアップ
責任者

秘書

財務担当 システム
担当

所長

技術者技術者技術者技術者

図２ FPSチュキサカ事務所の組織図

 
 

  

表 1 FPS の各段階の事業数及び金額 (2002 年 5 月末 ) 

段    階  事業数  金額 US$ 

承認  588  (25) 16,442,744.17 (20) 

評価  807  (35) 32,575,382.54 (40) 

事前評価  800  (34) 29,367,503.17 (36) 

登録  143   (6) 3,630,848.04 (4)  

計  2,338 (100) 82,016,477.92 (100) 

注) ( )内は各欄の計に対する％である。  

 

３．FPSの資金規模 

FPS の 2004 年の実施資金は約 48 百万ドルである。2004 年に約 2,500 件の事業を管

理し、約 7,500 件の契約を行った。  

2005 年は、約 55 百万ドルを予定している。  

2002 年 5 月末のデータでは、申請された事業は表 1 のとおり承認、評価、事前評価、

登録の各段階にある。  

また、9 地域間の FPS の配分状況は、表 2 のとおりである。本プロジェクトの対象

となるチュキサカ地域は、全体事業数の 12％を占める。  
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表 2 地域別の事業数と金額 (2002 年 5 月末 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

４．FPSの投資分野 

 FPS の投資分野と投資金額（2004 年）は表 3 のとおりである。  

  本プロジェクトで検討されている活動内容は、地域開発分野に分類されるが、FPS

はハードの建設・改良に限定され、営農普及指導等のソフト事業には適用できない。

本プロジェェクトへの資金としての FPS の適用性の詳細は、付属資料 10 を参照。  

 

 
表 3  FPS の投資分野（2004 年）  

分 野  金額（単位：百万ドル） 

教育（学校建設）  16 

上下水道建設  12 

地域開発（道路、かんがい施設整備等）  9 

衛生（衛生サービス関係施設・機器等）  6 

洪水防止   2 

その他（電気、環境保全等）   3 

計  48 

地域名  プロジェクト数  金  額 US$ 

ベニ  242 6,055,911.33 

チュキサカ  288 7,867,957.81 

コチャバンバ  201 13,253,116.14 

ラパス  488 19,981,461.99 

オルロ  291 6,010,771.13 

パンド  112 3,192,230.15 

ポトシ  285 10,482,777.85 

サンタクルス  297 10,169,517.67 

タリハ  134 5,002,733.85 

計  2,338 82,016,477.92 
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５．FPSの資金提供機関 

FPS の資金提供機関別の金額を表 4 に示す。金額は 2005 年予定額である。  

 

表 4  FPS の資金提供機関別（2005 年予定）  

機関名  区 分  金額（単位：百万ドル）  

基礎衛生分野（PROAGUAS） 18.6 

社会開発分野（DUSAF）   5.0 

 

米州開発銀行（BID） 

その他   1.0 

計   24.6 

（PSAC）   2.2 

農村開発分野（PDCRⅡ）  17.5 

 

世界銀行（BM）  

その他   4.1 

計   23.8 

ドイツ復興金融公庫

（KfW）  

 
 6.6 

欧州連合  

（UNION EUROPEA）

 
 1.1 

合計    56.1* 

注）FPS の申請の流れや申請の採択方法等の手続き等は、付属資料 10 を参照。  

＊：原典資料では、2005 年資金の総計は約 55 百万ドルとされているが、示されている内訳  

を集計すると 56.1 百万ドルとなった。  

 

 

 

 

 

（参考）   

山口尚孝（2004）：地方分権化体制のボリビアにおける地方公共団体の予算制度と執行

の諸問題、研究ノート（独立行政法人国際協力機構）  

http://www.fps.gov.bo/vozfps/faq.htm 

FPS：DATOS AL 31 DE MAYO DE 2002 

FPS： INFORME DE GESTION 2004 
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